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内容 2

１ 被告の主張の根幹とその不当性
２ 本件⽕⼭ガイドは旧⽕⼭ガイドとは異なること
３ モニタリングの位置づけに関する不合理性
４ 社会通念論に対する反論
５ 専⾨家による批判



1 被告の主張の根幹とその不当性 》 争点Ⅰ（⽴地評価×基準の合理性）に関する被告の主張の根幹 3

被告は、

という考えを根幹（⼤前提）としている。

この根幹（⼤前提）が崩れれば、被告の主張は全体として不合理なものとなる。

①本件⽕⼭ガイドの内容は、
旧⽕⼭ガイドから変更はない

②巨⼤噴⽕に関する⽴地
評価は、社会通念に照らして
考慮しなくてもよく、
できることだけやればよい



1 被告の主張の根幹とその不当性 》 争点Ⅰ（⽴地評価×基準の合理性）に関する被告の主張の根幹 4

①本件⽕⼭ガイドの内容は、
旧⽕⼭ガイドから変更はない

②巨⼤噴⽕に関する⽴地
評価は、社会通念に照らして
考慮しなくてもよく、
できることだけやればよい

「社会通念」は曖昧・不明確な概念であり、法の趣旨や、福島第⼀原発事故の教訓、国
際的な⽐較（SSG-21との⽐較）、国内法的な⽐較（被害の特異性・甚⼤性に⾒合っ
た想定をすべきこと）などをよりどころにして判断しなければならない。



1 被告の主張の根幹とその不当性 》 争点Ⅰ（⽴地評価×基準の合理性）に関する被告の主張の根幹 5

②巨⼤噴⽕に関する⽴地
評価は、社会通念に照らして
考慮しなくてもよく、
できることだけやればよい

裁判所 ︓ ②だけを判断するのでは⾜りない
原告らの主張 ︓ 本件⽕⼭ガイドは、旧⽕⼭ガイドが求めようとしていた安全の⽔準を

切り下げた

審理の対象 ︓ 旧⽕⼭ガイドはどの程度の安全を求めようとしていたか
それを下⽅修正するだけの合理的根拠があるのか

①本件⽕⼭ガイドの内容は、
旧⽕⼭ガイドから変更はない



2 本件⽕⼭ガイドと旧⽕⼭ガイドは異なること 》 本件⽕⼭ガイドの要求する安全は、旧⽕⼭ガイドからさらに引き下げられたこと 6



1 被告の主張の根幹とその不当性 》 安全の⽔準が旧⽕⼭ガイドから下⽅修正されたことを前提とする限り、処分は違法 7

②巨⼤噴⽕に関する⽴地
評価は、社会通念に照らして
考慮しなくてもよく、
できることだけやればよい

被告︓本件⽕⼭ガイド＝旧⽕⼭ガイド（安全の⽔準を下⽅修正したことを否定）
安全の⽔準を下⽅修正したことの合理的根拠については⼀切主張・⽴証なし

本件⽕⼭ガイドと旧⽕⼭ガイドの内容が異なることを前提とする限り、被告は基準の
合理性に関する主張⽴証を尽くしていない➡基準は不合理➡処分は違法

①本件⽕⼭ガイドの内容は、
旧⽕⼭ガイドから変更はない



2 本件⽕⼭ガイドと旧⽕⼭ガイドは異なること 》 旧⽕⼭ガイドは、⼤規模カルデラ噴⽕のリスクを中⼼に考えられていた 8

旧⽕⼭ガイドは、むしろ⼤規模
カルデラ噴⽕の影響にこそ対応
するべく策定されたことは、否定
のしようがない「事実」

➡本件⽕⼭ガイドとは異なる



3 モニタリングの位置付けに関する不合理性 》 モニタリングの位置付けに関する被告の主張の不合理性 9

▶ 優位な変化を把握する場合も「あり得る」という程度のもの。
▶ ⼗分な時間的余裕をもって兆候を把握しないのだとすれば、何のために⾏うのか︖



3 モニタリングの位置付けに関する不合理性 》 モニタリングの位置付けに関する求釈明 10

被告 ︓ モニタリングは、個別評価とは別個に⾏われるもの
⽴地評価に係る⽕⼭ガイドの合理性とは直接関係しない

反論① ︓ 個別評価とは別個という主張⾃体旧⽕⼭ガイドから改悪されたもの

反論② ︓ 本件指定処分の際に⽤いられた具体的審査基準たる本件⽕⼭ガイドの中に
規定され、基準への適合判断がなされた以上、その実効性について原規委が誤
解をしていたのであれば、本件⽕⼭ガイドは不合理➡処分は違法

求釈明 ︓ 被告は、モニタリングについて、設置許可や指定許可とは全く無関係に審査さ
れる（すなわち、審査されなくても処分の違法に影響しない）ものだと主張する
のか︖

求釈明事項



4 社会通念論に対する反論 》 社会通念論に対する反論のポイント 11

①本件⽕⼭ガイドの内容は、
旧⽕⼭ガイドから変更はない

②巨⼤噴⽕に関する⽴地
評価は、社会通念に照らして
考慮しなくてもよく、
できることだけやればよい

① 破局的噴⽕と本件で問題となる⼗和⽥カルデラ噴⽕とは規模が相当異なる
← 被告は⼗和⽥カルデラ噴⽕を無視したいがために、破局的噴⽕と混同するような議
論を展開している

② 原⼦⼒規制における常識（国際的な通念）は、安全⽬標（10-6）
← ⼀般建築や他の危険施設とは、求められる安全の⽔準が全く異なる

反論のポイント



4 社会通念論に対する反論 》 東⽇本⼤震災の教訓＝あらゆる可能性を想定した最⼤クラスの⾃然災害を想定する 12

▶ これは「地震・津波」に限定されるものではない。「想定外を避ける」という意味では全く
同じであり、同じく原発に重⼤な影響を及ぼす⾃然現象である「⽕⼭事象」を別異に扱
う合理的理由はない。



4 社会通念論に対する反論 》 ⺠事訴訟と社会通念論の位置づけ 13



5 専⾨家による批判 》 中⽥節也⽒による批判 14



5 専⾨家による批判 》 ⼩⼭真⼈⽒による本件⽕⼭ガイド批判 15



5 専⾨家による批判 》 ⼩⼭真⼈⽒による本件⽕⼭ガイド批判 16


